
福
井
県
今
庄
町
、
名
田
庄
村

半
数
の
寺
院
に

後
継
者
が
い
な
い
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《
戦
後
の
社
会
変
動
と
寺
院
の
状
況
)
戦
後
、
産

業
構
造
の
変
化
に
よ
り
、
若
年
層
が
流
出
、
と
り

残
さ
れ
た
老
人
が
ほ
そ
ぼ
そ
と
寺
院
を
守
っ
て
い

る
。福

井
県
は
日
本
海
に
画
し
南
北
に
長
い
海
岸
線

を
持
ち
、
そ
の
た
め
生
活
圏
と
し
て
南
北
に
分
断

さ
れ
て
い
る
。
戦
後
、
林
業
の
不
振
の
影
響
が
大

き
く
、
ま
た
農
業
も
第
二
種
兼
業
農
家
や
、
非
農

家
、
又
は
老
人
だ
け
の
兼
業
農
家
に
変
わ
り
つ
つ

め
る
。
こ
の
た
め
若
年
層
は
都
市
部
に
出
て
行
き
、

残
さ
れ
た
人
々
も
老
齢
化
が
著
し
い
。

こ
の
よ
う
な
社
会
変
動
に
対
し
て
、
寺
院
も
変

わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
今
ま
で
寺
院
を
支
え

て
き
た
檀
家
の
家
制
度
(
封
建
的
身
分
制
度
)
が

戦
後
の
民
主
主
義
に
よ
り
崩
壊
し
、
老
人
農
業
と

同
じ
く
檀
家
の
老
齢
化
が
進
ん
だ
。
寺
院
は
現
在

の
状
態
を
維
持
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
檀
家
の
増

加
も
望
め
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況

に
あ
る
寺
院
が
都
市
部
を
離
れ
た
地
域
に
多
く
見

ら
れ
る
。
檀
家
が
都
市
部
に
流
出
し
、
檀
家
数
が

一
〇
軒
前
後
の
寺
院
が
多
い
。

若
い
人
や
子
供
が
い
な
く
な
り
、
老
人
と
と
も

に
取
り
残
さ
れ
た
寺
院
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
く

年
寄
り
が
先
祖
伝
来
の
土
地
と
菩
提
寺
を
守
っ
て

い
る
と
い
え
る
。

《
後
継
者
が
い
な
い
現
状
)
自
然
条
件
の
厳
し
さ

と
と
も
に
、
檀
家
の
減
少
に
よ
る
寺
院
の
生
活
苦
、

ま
た
、
檀
家
の
寺
院
に
対
す
る
干
渉
が
強
く
、
後

継
者
が
育
た
な
い
。

現
在
、
福
井
県
に
は
過
疎
指
定
町
村
が
六
地
域

あ
る
が
、
今
回
は
地
元
の
宗
会
議
員
及
び
福
井
県

各
宗
務
所
長
の
要
請
に
よ
り
、
南
条
郡
今
庄
町
並

び
に
遠
敷
郡
名
田
庄
村
、
ま
た
代
務
寺
・
後
継
者

問
題
に
悩
ん
で
い
る
寺
院
を
選
ん
で
調
査
を
行
っ

た
。今

庄
町
は
、
昭
和
五
五
年
の
町
勢
資
料
に
よ
る

と
、
昭
和
三
五
年
北
陸
ト
ン
ネ
ル
工
事
以
後
、
人

口
は
年
々
減
少
を
見
せ
て
い
る
。
年
齢
別
で
は
五

〇
歳
以
上
・
二
〇
歳
以
下
が
多
く
、
青
壮
年
層
が

少
な
い
。
若
い
人
は
近
隣
の
公
共
施
設
に
勤
め
、

農
業
は
大
半
が
老
人
の
兼
業
農
家
に
な
っ
て
い
る
。

若
い
人
が
出
て
い
く
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
農
地
は

宅
地
化
さ
れ
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
化
の
傾
向
に
あ
る
。

ま
た
核
家
族
化
が
進
み
老
人
と
若
い
人
と
の
間
の

断
絶
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

名
田
庄
村
は
、
九
六
%
が
山
林
で
占
め
ら
れ
、

林
業
が
主
軸
を
な
し
、
若
干
の
農
業
、
商
業
は
日

常
生
活
を
満
た
す
程
度
で
あ
る
。
ま
た
雪
が
多
く

若
い
人
は
都
会
に
出
、
村
に
は
老
人
が
多
い
。
名

田
庄
村
に
は
、
現
在
二
〇
の
寺
院
が
あ
り
日
蓮
宗

一
力
寺
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
が
禅
宗
寺
院
で
あ
る
。

表
一
を
見
る
と
、
後
継
者
が
一
人
も
い
な
い
事

が
わ
か
る
。
こ
の
原
因
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と

第
一
に
寺
院
生
活
だ
け
で
は
食
べ
て
い
け
な
い
と

い
う
理
由
が
上
げ
ら
れ
る
。
表
に
は
「
兼
職
」
は

二
力
寺
だ
け
だ
が
、
そ
の
他
に
も
役
所
の
年
金
や

厚
生
年
金
・
老
齢
年
金
に
よ
り
生
活
収
入
を
得
て

い
る
寺
院
が
多
い
。
ま
た
檀
家
の
畑
を
借
り
で
の

自
給
自
足
、
生
活
用
具
等
は
住
職
自
ら
が
作
っ
て

い
る
寺
院
も
あ
る
。

第
二
に
檀
家
が
寺
に
住
職
の
常
住
を
望
ま
な
い

ケ
ー
ス
が
あ
る
。
住
職
が
来
れ
ば
、
生
活
保
障
や
、

経
費
が
か
さ
み
、
む
し
ろ
、
檀
家
の
負
担
に
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

第
三
に
、
各
寺
院
の
ほ
と
ん
ど
の
檀
家
数
が
減

少
し
て
い
る
事
が
わ
か
る
。
若
い
人
が
都
市
に
出

て
い
き
、
そ
の
後
、
家
族
ぐ
る
み
で
移
住
す
る
ケ

ー
ス
も
見
ら
れ
る
。

第
四
に
、
寺
族
の
日
常
生
活
に
対
す
る
檀
家
か

ら
の
過
干
渉
が
上
げ
ら
れ
る
。
葬
儀
の
際
に
は
町

中
の
人
が
寺
に
集
り
、
台
所
は
我
家
の
よ
う
に
使

わ
れ
、
冷
蔵
庫
の
中
ま
で
勝
手
に
使
わ
れ
て
し
ま

う
。
こ
の
こ
と
を
過
干
渉
と
見
る
か
、
檀
家
の
寺

へ
の
親
し
み
と
受
け
と
め
る
か
、
意
見
の
分
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
多
く
の
若
い
後
継
予
定
者
は
、

過
干
渉
と
受
け
と
め
て
い
る
。

第
五
に
、
自
然
環
境
の
厳
し
さ
が
あ
る
。
冬
は

雪
の
た
め
、
路
線
バ
ス
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
い
、

走
っ
て
い
る
時
で
も
自
家
用
車
の
普
及
で
利
用
者

は
少
な
く
、
今
年
い
っ
ぱ
い
で
廃
止
と
い
う
所
も

あ
る
。
ま
た
路
線
バ
ス
が
廃
止
と
な
っ
て
町
が
マ

イ
ク
ロ
バ
ス
を
運
行
し
て
い
る
所
も
あ
る
。

今
回
の
調
査
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お

か
れ
て
い
る
寺
院
の
実
状
が
浮
き
ぼ
り
に
さ
れ
た
。

(
図
表
1
)
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図表1

:寺子三言 〈場 所 :\∴日子∴ 
過 疎 住轍の 後継者 ∴草▲}、串\ ̃ 現在の 

特 色 
:十三・鰭∴ 指定勉域 状∴沸 の背煎 :軍令幸子 檀家数 

榛 今庄町 5,859 ○ 常 住 なし 60 21 

真宗の地盤。日蓮宗に改宗した後も、真宗の仏極に 
て肥られ、法華に改宗しようとすると、親戚より圧 
力が加わり、改宗困難な状況である。 

∴三言寺子 今庄町 5,859 ○ 
常 住 

なし 13 
真宗の地盤。檀権が強く、寺族が寺を出された事も 

(兼職) あった。 

:c∴ 
今庄町 5,859 ○ 無 住 なし 10 8 

真宗の地盤。尼僧が住職をしていた。現在はB寺が 
法務を兼ねているが、交流はない。檀家は境内の清 
掃や墓参りをしている。 

鳴子寸言 今庄町 5,859 ○ 常 住 なし 40 16 

山間部にあり、雪積が多い地域。総代六人という組 
織があり、寺院護持は維持できるが、寺族は辛抱が 
強いられ、忍耐力がないものは無理。 

言婁 今庄町 5,859 ○ 常 住 なし 16 14 
雪積が多く、檀家の畑を借りて自給自足を行ってい 
る。橿家は熱心だが、住職を常に無視する傾向にある。 

華子千言 美浜町 13,036 × 
無 住 

なし 2 

町内7カ寺の内、常住は禅宗寺院のみ。「T」家一族 
(代務) だけが、寺を護持している。 

名田庄村 3,130 ○ 
他事寄住 

なし 16 

禅宗の地盤。住職は近隣の市内に住み、行事の時だ 
(兼職) け法務を行なう。 

周 武生市 67,104 × 

常住 (病気療養) 

なし 
108 増える傾向 

福井県内で「南越地方」と呼ばれる地域一番の都市。 
しかし住職は寝たぎりで、法務は代理の人が行って 
いる。 

i∴寺子 大野市 41,901 × 

常住 (尼僧) 

なし 12 10 

現住職の尼僧は法務のみで、信仰指導だけで生活し 
ている。荒廃寺を復興させだが、尼僧の後継者はい 
ない。 

J、 皆 大野市 41,901 × 無 住 なし 10軒以上 4 

檀家4軒が三年かかりで同寺を復興させた。しかし、 
かなりの過疎地にあり、宗務所長や参事も場所をよ 
く知らなかった。 

《
統
計
資
料
か
ら
読
み
と
れ
る
後
継
苦
難
)
県
内

寺
院
の
約
半
分
が
後
継
者
難
で
あ
る
。

昭
和
五
九
年
度
日
蓮
宗
宗
勢
調
査
報
告
書
に
基

ず
き
、
北
陸
地
区
の

「
後
継
者
の
有
無
」
を
見
る

と
、
「
い
る
」
六
二
%
、
「
い
な
い
」
三
六
%
と
な

っ
て
い
る
。
北
陸
地
区
寺
院
の
三
力
寺
に
一
力
寺

の
割
合
い
で
、
後
継
者
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。
後
継
意
志
の
な
い
理
由
を
高
い
比
率
か

ら
上
げ
て
い
く
と
、
「
経
済
的
に
不
安
」
三
六
・
四

%
、
「
他
の
資
格
を
活
か
す
」
二
二
・
七
%
、
「
寺
院

生
活
が
嫌
い
」
「
僧
職
に
魅
力
が
な
い
」
共
に
一
三
・

六
%
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
農
村
を
中
心
と
し
た
過
疎
的
環
境
の

悪
さ
か
ら
く
る
寺
離
れ
や
、
寺
院
内
部
に
存
在
す

る
様
々
な
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
福
井
県
日
蓮
宗
寺
院
に
限
っ
て
み
る
と

(
図
表
2
)
、
県
内
総
寺
院
数
八
五
力
寺
の
う
ち
四

二
力
寺
、
四
九
%
が
「
後
継
者
が
い
る
」
 
、
三
八
力

寺
、
四
五
%
が
「
後
継
者
が
い
な
い
」
 
、
五
力
寺
、

六
%
が
「
不
明
」
で
あ
る
。
南
部
・
中
部
・
北
部
と

も
に
、
全
体
の
比
率
と
同
率
に
近
く
福
井
県
で
は

二
力
寺
に
一
方
寺
の
割
合
い
で
後
継
者
が
い
な
い

と
い
う
実
状
が
あ
る
。

図表2

福井県日蓮宗寺院の後継者(昭和58年6月現在)

後継者がいる後継者がない不明

鴨%〔8塞郵50%(9ケ寺)

46%鞠肘試

43艶離す寺)

5%
(1ケ寺)

5%
(2ケ寺)

7%
(2ケ寺)

2%

4.2%

(1 84ケ寺)

50%(駒ケ寿)

65. 2%(2,翻ケ都

(1 ,352ケ寺)

福井南部

" 中部

" 北部

北陸教区

全国集計

(昭和59年宗勢調査)

《
ま
と
め
)

福
井
県
は
日
像
上
人
の
伝
道
さ
れ
た
地
域
で
も

あ
り
、
ま
た
歴
史
的
に
宗
門
の
名
僧
を
輩
出
し
て

い
る
土
地
で
も
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日

県
内
の
半
数
の
寺
院
が
後
継
者
の
見
通
し
が
な
い

と
訴
え
て
い
る
。
特
に
尼
僧
寺
院
の
後
継
者
が
皆

無
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
を
、
地
域
的
に
み
る
と
都
市
部

よ
り
農
村
の
過
疎
地
域
に
多
く
、
ま
た
路
線
バ
ス

も
廃
止
さ
れ
る
よ
う
な
僻
地
、
檀
家
数
も
少
な
い

と
い
う
寺
院
に
多
数
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
今
回
調
査
し
た
福
井
県
の
現
状

は
、
様
々
な
社
会
変
動
が
檀
家
制
度
を
揺
る
が
し

寺
院
活
動
を
弱
め
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
農
村
地
区

に
多
く
認
め
ら
れ
る
寺
院
と
檀
家
と
の
因
習
的
な

拘
束
性
も
後
継
者
難
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
以
上
ま
と
め
て
み
る
と
、

第
一
に
過
疎
化
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
都
市
部

を
離
れ
た
地
域
に
多
く
み
ら
れ
る
。

第
二
に
僻
地
寺
院
の
生
活
困
窮
問
題
で
あ
る
。

僻
地
寺
院
の
住
職
ほ
ど
兼
職
を
強
い
ら
れ
て
お
り

経
済
的
貧
困
が
問
題
で
あ
る
。

第
三
に
伝
統
的
な
因
習
に
よ
る
寺
檀
関
係
の
問

題
で
あ
る
。
住
職
・
寺
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保

障
さ
れ
な
い
面
が
あ
り
、
時
代
に
即
応
し
た
寺
檀

関
係
が
必
要
で
あ
る
。

福
井
県
の
一
〇
年
後
、
二
〇
年
後
を
考
え
る
時

さ
ら
に
住
職
不
在
寺
院
が
増
大
す
る
こ
と
は
確
実

と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
に
伴
い
県
内
に
お
け
る
宗

門
の
伝
道
活
動
は
憂
慮
さ
れ
る
事
態
に
落
入
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
早
急
に
対
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
、
福
井
県
だ
け
に
限

ら
ず
、
宗
門
全
体
の
課
題
と
言
え
る
。

晴


